
 
令和７年１０月２１日 

国土交通省関東地方整備局 

甲府河川国道事務所 

長野国道事務所 

 

環境影響評価準備書（事業者案）の提供について 

～中部横断自動車道（長坂～八千穂）～ 

 

中部横断自動車道は、静岡県静岡市を起点に、山梨県甲斐市を経由して、長野県小諸市に至

る高速自動車国道です。 

山梨県北杜市から長野県南佐久郡佐久穂町の区間（長坂～八千穂）については、平成２２年

度から計画段階評価を進め、平成２７年４月に対応方針の決定、令和元年６月の環境影響評価

方法書（事業者案）及び令和５年７月の事業者のルート案の提供を受け、山梨県、長野県に

て、都市計画の手続きと合わせ環境影響評価の手続きを進めております。 

このたび、国が環境影響評価準備書（事業者案）について、令和７年１０月２１日に山梨県

及び長野県に提供しましたので、お知らせいたします。 

今後、環境影響評価準備書（事業者案）については、山梨県、長野県で確認を行った後、都

市計画の手続きと合わせ、準備書として公告・縦覧、説明会を行うこととなります。 

 
 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場、 

          長野市政記者クラブ、長野市政記者会 

＜問い合わせ先＞  

（山梨県内に関するもの） 

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 

TEL ０５５－２５２－５４９１（代表） E-mail：ktr-koho-koufu@mlit.go.jp 

副所長（道路） 有上（ありうえ）、調査課 地域防災調整官 鶴巻（つるまき） 

（長野県内に関するもの） 

国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所 

電話：０２６－２６４－７００１(代表) E-mail：ktr-nagano-koho@gxb.mlit.go.jp 

副所長 小松（こまつ）、計画課 建設専門官 辻（つじ） 

 

 
 

 



 

 

 中部横断自動車道の概要 
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 中部横断自動車道は、静岡県静岡市を起点に、山梨県甲斐市を経由
して、長野県小諸市に至る高速自動車国道です。 

 中部横断自動車道が整備されることにより、東名･新東名高速道路を

はじめ、中央自動車道、上信越自動車道が接続され、日本海及び太平
洋の臨海地域と長野･山梨県との連携･交流が促進するとともに、沿線の

方々が安心して暮らせるネットワークの構築、物流体系の確立や広域的
観光ゾーンの開発･支援等に寄与するものと期待されています。 


